
森戸海岸ボート 利用規約 
 

当店をご利用いただく場合は、利用規約にご同意いただいた上で、ご利用いただきます。 

 

■利用上の遵守事項■ 

- ご利用の定義：当日の営業時間内における手漕ぎボートの貸出 

- ご利用は釣り・レジャーのみと致します。営業目的、漁業、 違法行為、その他法律に反する目的によるご利用は固くお断り致します。 

- ご利用料金：4,000円（税込）時間貸し料金 2,000円/1時間 超過料金 2,000円/1時間 

- ご利用時間は 沖上がりは 14時 30分、着岸は 15時までです。着岸時間を 15分以上経過して返却した場合は超過料金を追加でお支払いいただく場合があ

ります。 

- 貸出中の天候の悪化など、ご利用時間の終了時間を待たずして返却いただく場合があります。 

- 乗船定員は、大人 2名あるいは大人 1名 子供（小学生まで）2名までとさせていただきます。 

- 中学生以下が乗船する場合は、必ず保護者が同伴してください。 

- ライフジャケットの着用義務に従ってください。 

- ボートならびに付属設備の貸出、ご利用、ご返却については、スタッフの指示に従ってください。 

- ご利用終了後は原状回復して、出船した場所にご返却ください。 

① 利用終了後のゴミは全てお持ち帰りいただき、ボートや海岸内に残さないようにしてください。 

② 通常使用に伴う清掃・修復は当店が行いますが、故意または過失による破損・汚損・紛失等については、別途実費をご負担いただきます。 

- ご利用時の安全管理はお客様の自己責任です。 

 

■利用上の注意事項■ 

- ご利用中は当店と常時連絡が取れる状態でご利用をお願いします。 

- 落水時に備え、携帯電話やスマートフォンは防水バック等に入れて保護してください。 

- 海上や天候の変化（強風、 高波、 落雷など）にご注意ください。常に海況に注意し海上の変化にあった早い判断をお願いします。 

- 緊急時における防災サイレンが鳴った場合、即時に各自、岸まで漕いで戻ってください。 

- 天候にあった服装でご利用を行ってください。 

- 体調が優れない方、酒酔いされている方のご乗船はご遠慮ください。 

- 水難事故に備えた任意損害保険等の加入は利用者自身の責任において対応をお願いします。 

 

■森戸海岸のルールについて■ 

- 漁業者への配慮、安全の観点から以下区域での釣りを禁止します。 

① 森戸神社からテゴ島を結んだ直線上から真名瀬漁港側 

② テゴ島より沖 

③ ボート小屋が視認できず、自力で漕いで戻ってこられない海域 

④ 夏季期間の海水浴エリア 

⑤ 天候状況で当日スタッフが判断した、釣行不能区域 

 風で流されたなど、釣行禁止区域での救助は別途救助費用をいただきます。 

- 資源保護の観点から以下の魚種についての禁漁期間に従ってください。 

アオリイカ：8月から 10月 シロギス：9月から 12月 

- 漁師のブイおよび海上に設置してあるイケスヘの係留は禁止です。 

- 菜島など岩礁への上陸は禁止です。 

- 漁業者、他のレジャーを楽しんでいる方、他の利用者、海の家事業者、海水浴者などへのご配慮をお願いします。 

 

■免責について■ 

ご利用中は、すべてお客様の責任のもとに、防災・防犯・安全管理・体調管理を行ってください。 

利用者が当店の設備・備品を汚損・破損させた場合、或いは建物または他者に損害を与えた場合は、利用者はその損害を賠償しなければなりません。 

当店はいかなる理由においても以下について、一切の責任を負いません。 

- 施設・設備利用時のお客様の物の破損・盗難・紛失について 

- ご利用中の体調不良について 

- ご利用中の人身事故・物損事故・水難事故、トラブルについての対応、またその損害について 

- 天災地変、天候変化、関係官公署からの指導など当店の責に帰さない事由により利用が中断された場合の損害について 

 

森戸海岸ボート店主 船木 寛嗣 


